
第４号様式（第８条関係） 

議 事 録 

会議名 令和 3年度第 1回寒川町下水道運営審議会  

日 時 令和 3年 4月 15日 (木 )午後 2時 00分～ 2時 54分  開催形態 公開  

場 所 寒川町役場  町民センター  展示室１  

出席者 

【委  員】青木委員、佐藤委員、横手委員、村本委員、西村委員  

猿渡委員、臼井委員、中内委員、郷原委員  

    （欠席者：升水委員、武藤委員）  

【  町  】  木村町長、黒木都市建設部長、飯田下水道課長、  

金子技幹、西島副技幹、池田副主幹、山本主査、  

田中主任主事、江川主任主事  

【傍聴者】なし  

議 題 

（１）会長の選任について  

（２）職務代理者の指名について  

（３）議事録承認委員の選出について  

（４）寒川町公共下水道使用料の見直しについて 

決定事項 

（１）会長 横手委員  

（２）職務代理者 西村委員  

（３）議事録承認委員 青木委員 

 

議  事 

 

１開会   

２委嘱状の交付  

３町長挨拶  

 ～  町長、所用により退席  ～  

 

４委員紹介（自己紹介）  

 

【事務局】本日の会議の出席委員は９名で、寒川町下水道運営審議会条例第

５条に規定する半数以上のご出席をいただいておりますので、会議が成立し

ていることをご報告します。次に、寒川町自治基本条例第１５条による傍聴

につきましては、希望者がありませんので、このまま進めさせていただきま

す。 

 

５議題 

（１）会長の選出について  

【事務局】会長の選出は、寒川町下水道運営審議会条例第４条第１項により、

委員の互選で定めることとなっております。立候補もしくはご推薦はござい

ますか。  

【佐藤委員】推薦させていただきたいのですが、下水審はこれまで議会選出委

員が務めさせてもらっていたため今後も責任をもって議会選出委員から選出

 



すべきと思うところです。そこで建設や下水道など深く見識をお持ちの横手

委員を推薦させていただきたいのですがいかがでしょうか。  

【事務局】皆様よろしいでしょうか。  

～異議なし～ 

それでは横手委員、会長席に移動していただき、一言あいさつと議事の進行を

お願いします。  

 

【横手会長】あいさつ  

 

（２）職務代理者の指名について  

【事務局】運営審議会条例第４条第３項に職務代理者は会長が指名することと

なってございます。職務代理者とは、会長が欠席した際、あらかじめ会長が

指名した委員が職務を代理するものでございます。  

【横手会長】事務局から説明がありまして、職務代理者は、会長が指名すると

いう形になっておりますので、私のほうで職務代理者の指名をさせていただ

きたいと思います。神奈川県の下水道公社の柳島水再生センター所長で深い

見識をお持ちの西村委員にお願いしたいと思います。よろしいでしょうか。  

～異議なし～ 

 

【職務代理者】あいさつ  

 

（３）議事録承認委員の選出について  

【事務局】寒川町審議会等の会議の公開に関する規則により議事

録を確認いただくことになっており、これまでは会長と職務代理

者を除く名簿順でお願いしております。今回も同様でよろしいか

ご判断いただきたいと考えております。  

 

【横手会長】会長と職務代理者を除いて、名簿順でよろしいでし

ょうか。  

～異議なし～  

 

【横手会長】今回の議事録承認者として、青木委員を選任させて

いただきたいと思います。よろしくお願いします。  

 

（４）寒川町公共下水道使用料の見直しについて  

【事務局】答申案読み上げ 

【横手会長】皆様からご意見、疑問点あれば挙手願います。   

 

【横手会長】よろしいでしょうか。特に何もないようですので、

議題は以上になります。  

 

 



６報告  

 令和３年度下水道事業の概要について  

【事務局】説明  

【横手会長】委員の皆様から、ご質問、ご意見ありましたらお願いします。  

 

【横手会長】質問等無いようですので報告事項は以上となります。 

 

７答申 

～町長入室～  

横手会長から町長へ答申書の読み上げ、提出  

 

【木村町長】答申をいただいたところですけれども本審議会で諮問をさせてい

ただいて以来、５回にわたり熱心なご審議をいただきありがとうございました。

下水道運営の厳しい現状をご理解いただき将来における経営健全化に向けた答

申をいただきました。平成２５年４月の改定をして以来、平成２７年の企業会

計への移行などがありまして改定をしてございませんでしたが、今般下水道経

営への安定化に向けた審議をお願いしたところでございます。今後とも事業の

選択と集中を念頭に健全な事業運営を進めてまいりますので、ご理解ご協力を

お願いします。本日は大変ありがとうございました。  

 

８その他  

【事務局】報酬に関して事務連絡。  

【横手会長】委員の皆様からご意見やご提案ありましたらご発言をお願いしま

す。 

【郷原委員】付帯意見の（３）にあります情報共有というところで経営戦略本

編の 34 ページの 16-2 のグラフの令和 7 年度が 26.5%となっています。答申書

とは違う形となっていますので、この部分の修正をいただき町民の方に何らか

の形で周知いただければと思います。  

【事務局】町民の方に示せるよう資料を修正していきたいと思います。  

 

次回以降の審議会ですが夏以降に社会資本整備総合計画の事後評価の報告

をさせていただきます。その際はよろしくお願いいたします。  

以上をもちまして、令和３年度第１回下水道運営審議会を閉会いたします。

長時間にわたるご審議、まことにありがとうございました。  

 

資  料 

会議次第／委員名簿  

資料１  答申案  

資料２  令和 3年度下水道事業の概要  

議事録承認委員及び

議事録確定年月日 

  青木 博 

             （令和 3 年 5 月 10 日確定） 

 



                 

      

 

                          

                              

                             

                           

 

                                

     

 

    

  

  

 

  

 

   

     

  

  

  

  

    

  

   

 

  

 

 

  

       

  





 

 

 

 

 

 

答 申 書（案） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年４月１５日 

寒川町下水道運営審議会 
 

 

資料１ 
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令和３年４月１５日 

 

寒川町長 木 村 俊 雄  様 

 

 

                     寒川町下水道運営審議会 

                     会 長 〇 〇  〇 〇 

 

      寒川町公共下水道使用料の見直しについて（答申） 

 

令和元年９月１２日付け寒下第１１１号で諮問のあった標記の件について、当審

議会において慎重に審議を行った結果、次のとおり答申します。 

 

公共下水道は、将来にわたり都市の快適な生活環境の実現、公共用水域の水質保

全など、私たちの生活に欠くことのできない重要な都市施設です。 

 

公共下水道事業を取り巻く状況は、人口の減少に伴う料金収入の減少、施設の老

朽化に伴う更新・投資の増大など、公共下水道事業をめぐる経営環境は厳しさが増

しつつあり、計画的な事業運営、経営の健全化が急務となっています。 

 

公共下水道事業において、汚水処理に係る費用は受益者である使用者からの使用

料により賄うことが原則とされておりますが、平成３０年度における汚水処理費の

公共下水道使用料による経費回収率は７５．７％に留まり、不足分は一般会計から

の繰入金で補っている現状です。 

 

今後の経営環境の変化に対応し、公共下水道事業を持続的に行えるよう、経費節

減、接続促進等の経営努力、経営の健全化、安定化に向け、適正な受益者負担の観

点から、公共下水道使用料の改定はやむを得ないことと判断したものであります。 

 

以上のことを踏まえ、当審議会では、持続的に適正な公共下水道運営を実施して

行くために、寒川町公共下水道事業経営戦略、近隣自治体の状況等を鑑み、平均改

定率５．６％となる改定を別表のとおり答申いたします。 

算定期間は、令和３年１０月から令和６年度末とし、改定時期については、令和

３年１０月から適用することが適当と考えます。 

また、今後の使用料改定にあたっては、継続的に経営状況と財政状況を検証し、 
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社会情勢や経済の動向などに配慮したうえ、令和７年度に経費回収率１００％を

達成することを目標とされたい。使用者への負担緩和からも令和５年度に１３．

２％、令和７年度に１３．２％の段階的な改定を目指すことが適切である。 

この際、使用者の過負担とならないよう、審議会を開催し十分な検討のうえ、使

用料改定に努められたい。 

 

 なお、今回の諮問事項に対する答申は上記のとおりですが、委員会における審議

経過を踏まえ、次のとおり意見を付すこととしましたので、今後における事業運営

にあたり配慮してください。 

 

付帯意見 

 （１）公共下水道事業の経営について 

公共下水道事業の経営にあたっては、効率的な運営を常に意識し、今後一層の

経営努力に努めるとともに、独立採算の確立を目標とした公共下水道事業の経営

に努められたい。 

 

（２）公共下水道への接続促進について 

公共下水道事業の投資効果をより高めるため、引き続き未接続者に対しホーム

ページ、広報などでの周知、戸別訪問等による接続の推進を図り、未接続者の減

少に努められたい。 

 

（３）公共下水道事業の情報共有について 

公共下水道使用料改定については、町民の生活に大きな影響を与えることか

ら、公共下水道使用料の仕組み、財政状況などを、積極的に広報などを活用し、

町民の理解が得られるよう努められたい。 

 

 

以上
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（別表） 

 

 公共下水道使用料設定 

 

                        （１か月あたり：税抜き） 

種別 区分 排水量 現行 改定後 

一般汚水 
基本料金 ８立方メートル以下の分 707円 747円 

従量料金 

（１立方メートルにつ

き） 

８立方メートルを超え 

２０立方メートル以下の分 
91円 96円 

２０立方メートルを超え 

５０立方メートル以下の分 
108円 114円 

５０立方メートルを超え 

１００立方メートル以下の分 
142円 150円 

１００立方メートルを超え 

２００立方メートル以下の分 
160円 169円 

２００立方メートルを超え 

３００立方メートル以下の分 
176円 186円 

３００立方メートルを超え 

５００立方メートル以下の分 
188円 199円 

５００立方メートルを超える分 205円 216円 

公衆浴場 

汚水 
排水量 １立法メートルにつき 5円 
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